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難民とは

• 難民は、対外戦争、民族、紛争、人種差別、宗教的迫害、思想
的弾圧、政治的迫害、経済的困窮、自然災害、飢餓、伝染病
などの理由によって、国境を越えて庇護を求めて外国へ逃避
した人々。母国を自分の意志で離れた、又は強制的に追われ
た人々を指す

By Wikipedia

”必ずしも庇護されるとは限らない”



難民の地位に関する条約

• 第2条【一般的義務】

• すべての難民は、滞在する国に対し、特に、その国の法令を遵守する義務及

び公の秩序を維持するための措置に従う義務を負う。

• 第3条【無差別】

• 締約国は、難民に対し、人種、宗教または出身国による差別なしにこの条約を

適用する。

• 第4条【宗教】

• 締約国は、その領域内の難民に対し、宗教を実践する自由及び子の宗教的

教育についての自由に関し、自国民に与える待遇と少なくとも同等の好意的

待遇を与える。



条約のみの加入国
難民の地位に関する議定書のみの加入国
双方の加入国

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A3%E6%B0%91%E3%81%AE%E5%9C%B0%E4%BD%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84#%E9%9B%A3%E6%B0%91%E3%81%AE%E5%9C%B0%E4%BD%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AD%B0%E5%AE%9A%E6%9B%B8


•締結国は非締結国より、難民に

とって庇護がされる場所なのか？



https://www.asahi.com/articles/ASQ4H0RBNQ2LUQIP00F.html



https://www.cnn.co.jp/world/35044075.html

https://globalnewsview.org/archives/4532

知っていましたか？



CHRONIC EMERGENCY

Since 1984
https://ja.wikipedia.org/wiki



難民・移民とタイの保健・教育システム

国民

登録された移民・難民

登録されていない移民・難民

キャンプ内に登録された移民・難民

タイの公立

ヘルスケアシ
ステム

タイの公立
学校

キャンプ内医療施設 キャンプ内学校

マイグラント
ラーニング
センター

Mae Tao
Clinic



SEEKING BEHAVIOR 
AMONG MIGRANTS

Manze et al, 2015 Bio Research International
Facilitators and Barriers to Health-Seeking Behavior among 
Filipino Migrants



移民・難民のための保健医療・教育施設のもう一つ
の役割

•登録

•証明 （出生・教育）



移民・難民のための保健医療・教育施設
のもう一つの課題：出口戦略

保健医療

•ケア

•予防

•リファー

教育

•進学

•就職





VISION
• Mae Tao Clinic has a Vision for all people from Burma to have 

access to quality and affordable health care, education and 
protection in respect of all human rights.

•メータオクリニックは、ビルマに住むすべての人々が、
手の届く質が担保された、医療、教育、そしてすべて
の人権を尊重した保護を受けられるようになることを
ビジョンとして掲げています。



CHILD PROTECTION 



CROSS 
BORDER 

STRATEGY



日本のかたはどこにでも行け
なんにでもなれる
このことがどんなに
素晴らしいかを知ってください

マウンマウンティン
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